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介護保険事業者等に対する行政処分について 

 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）の規定により、介護老人福祉施設等及

び障害者支援施設について、次のとおり３件の行政処分（指定の一部の効力の停止）を行

うこととしました。 

 

記 

 

１ 指定介護老人福祉施設等に係る行政処分 

（１）施設等の概要 

① 施  設  特別養護老人ホーム長船荘 

         瀬戸内市長船町服部１１４１ 

② 開 設 者  社会福祉法人岡山千鳥福祉会 理事長 八田 高志 

         岡山市南区千鳥町７－７ 

③ サービス  介護老人福祉施設、（介護予防）短期入所生活介護（平成１２年４ 

月１日指定） 

④ 定    員  ８０人 

（２）処分の通知日 令和６年１２月１６日（手交済） 

（３）処分の内容及び期間 

① 内    容  指定の一部の効力（新規入所者の受入れ）の停止 ６月 

② 期    間  令和７年１月１日から令和７年６月３０日まで 

（４）処分の根拠となる法令の条項 

   介護保険法第７７条第１項第５号、第９２条第１項第４号及び第１１５条の９第１

項第１０号 

（５）処分の原因となる事実 

次のとおり職員による入所者等への身体的虐待及び心理的虐待を確認した。 

① 介護職員２４名が入所者等８名に対し、１年以上必要な手続（※１）を踏むこと

なく、身体的拘束（※２）を恒常的に行っていた。（身体的虐待） 

 



（※１）３要件（切迫性、非代替性、一時性）の検討及び記録（様態、時間、心身の状況、

緊急やむを得ない理由） 

（※２）シーツで車椅子にくくりつける、車いすと机で動きを封じる、腹部にタオル等を

巻いておしめを触らせない、手に靴下等を被せておしめを触らせない 

② 介護職員１名が、指を鼻に突っ込んでいる入所者をタブレットで撮影し、他の職

員が閲覧できる状態にした。（心理的虐待） 

（６）行政処分以外の対応 

利用者の人権擁護、虐待の防止、身体的拘束等の適正化等のため、必要な体制整備

や研修を実施するとともに、管理者が業務の実施状況の把握等一元的な管理を行い、

従業者に運営の基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと等を指導する。 

 

２ 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護に係る行政処分 

（１） 事業所の概要 

① 事 業 所  津山市立養護老人ホームときわ園 

             津山市井口１００－１ 

② 事 業 者  社会福祉法人江原恵明会 理事長 江原 秀国 

        津山市津山口３０６ 

③ サービス  （介護予防）特定施設入居者生活介護（平成２８年４月１日指定） 

④ 定  員  ８０人 

（２）処分の通知日 令和６年１２月１６日（手交済） 

（３）処分の内容及び期間 

① 内  容  指定の一部の効力（新規利用者の受入れ）の停止 ６月 

② 期    間  令和７年１月１日から令和７年６月３０日まで 

（４）処分の根拠となる法令の条項 

介護保険法第７７条第１項第５号、第１１５条の９第１項第５号 

（５）処分の原因となる事実 

次のとおり職員による利用者への経済的虐待を確認した。 

①  約６年間にわたり、入所者預かり金管理規程に違反して職員が単独で金銭管理を

行い、利用者の通帳から現金を引き出した際に一部を着服、出納帳の金額を改ざん

するといった手口により着服（※）を繰り返した。 

（※）法人調査（令和６年１１月１２日時点）による被害者及び被害金額：現入所者分５８

名、21,555,074円（うち（介護予防）特定施設入居者生活介護利用者２８名、11,029,431

円）。このほか、退所者分５１名（金額は調査中）あり。 

（６）行政処分以外の対応 

利用者の人権擁護、虐待防止等のため、より効果的な体制整備や研修を実施すると

ともに、管理者が業務の実施状況の把握等一元的な管理を行い、従業者に運営の基準

を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと等を指導する。 

 

 



３ 指定障害者支援施設に係る行政処分 

（１）施設の概要 

① 施  設  障害者支援施設ぽれぽれ 

         和気郡和気町小坂１２７３－７ 

② 設 置 者  社会福祉法人恒和永千会 理事長 神田 光弘 

         和気郡和気町小坂１２７３－７ 

③ サービス  障害者支援施設（平成２２年４月１日指定） 

④ 定  員  ５０人 

（２）処分の通知日 令和６年１２月１６日（手交済） 

（３）処分の内容及び期間 

① 内  容  指定の一部の効力（新規利用者の受入れ）の停止 ３月 

② 期    間  令和７年１月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）処分の根拠となる法令の条項  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５０条第３項にお

いて準用する同条第１項第３号 

（５）処分の原因となる事実 

次のとおり職員による利用者への身体的虐待を確認した。 

① 令和６年２月 職員Ａが利用者の顔を指ではじき出血させた。 

② 令和６年３月 職員Ｂが利用者を押して転倒させた。 

③ 令和６年６月 複数回に渡って職員Ｃが利用者を蹴る、無理やり靴や服を脱がせ 

      る、壁に突き飛ばして転倒させる等した。（同職員は、傷害、暴行 

の容疑で逮捕、起訴された。） 

（６）行政処分以外の対応 

支援力を向上させ、虐待の防止等に資する研修とその効果検証を繰り返し実施する

など、施設全体としてのさらなる取組を指導する。 

 

 


